
 

問合せ 2か月前まで

申請用紙提出 3週間前まで

■申し込み

■期限につい
て

　行政のしくみやまちづくりなど、市が行っている
仕事について、市職員が講師となり、皆さんのとこ
ろに出向き開設するやさしく分かりやすい講座で
す。町内会、婦人会、職場、学校、子ども会などで
ご活用ください。

10名程度以上の久慈市民のグループ、団体。
子ども会、老人クラブ、婦人会、町内会、職場、お
友だち同士、学校など。

　■まちづくり
　直送便とは？

■対象者

■講師派遣期
間

■派遣時間

令和８年３月まで

１回あたり２時間まで

テーマ・日程・会場が決まりましたら、事務局
（生涯学習課）までお問い合わせください。
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■お問い合わせ■ 琥珀のまち生涯学習推進本部事務局

久慈市教育委員会生涯学習課 （担当：柴田）

〒028-8030 久慈市川崎町1-1（久慈市役所３階）

TEL 0194-52-2156（直通） FAX 0194-52-2127

◆生涯学習を行う団体等に講師（行政職員）を派遣します。

申請団体と各課とで、当日までの打

ち合わせをしてください。

生涯学習課を

通して連絡を

取りたい方

直接、担当課

と連絡を取り

たい方

担当課と日程

調整などをし

てから、

「申込書」

（コピー可）を

提出してくだ

さい。

生涯学習課

で担当課と日

程調整します

ので、「申

込書」（コ

ピー可）に希

望日時などを

書いて提出し

てください。

講座実施後、申請団体から

「報告書」を生涯学習課に提出し

てください。※Ｒ５から、報告書の提出が

必要となりました。

まちづくり直送便を実施

申し込みを受領。

派遣決定後、通知書類が申請団体

に郵送されます。

各書類はホームページから

ダウンロードできます。


